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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高電位側の電位及び低電位側の電位を出力する電源供給部と、
　前記電源供給部に接続された複数の発光画素が配置された表示部と、
　該表示部内における、予め定められた少なくとも一つの発光画素について、該発光画素
に印加される高電位側の電位、及び、前記発光画素に印加される低電位側の電位のうちの
少なくとも一方の電位を測定する電圧測定部と、
　前記少なくとも一つの発光画素の前記高電位側の電位と前記少なくとも一つの発光画素
の前記低電位側の電位との電位差を所定の電位差にするように、測定された電位に応じて
前記電源供給部を調整する電圧調整部とを含み、
　前記電圧測定部は、さらに、
　前記電源供給部の高電位側の出力電位及び前記電源供給部の低電位側の出力電位の少な
くとも一方を測定し、
　前記電源供給部の高電位側の出力電位と、前記少なくとも一つの発光画素に印加される
高電位側の電位との電位差、及び、前記電源供給部の低電位側の出力電位と、前記少なく
とも一つの発光画素に印加される低電位側の電位との電位差、の少なくとも一方の電位差
を検出し、
　前記電圧調整部は、
　前記電圧測定部で検出された電位差に応じて前記電源供給部を調整する
　表示装置。
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【請求項２】
　高電位側の電位及び低電位側の電位を出力する電源供給部と、
　前記電源供給部に接続された複数の発光画素が配置された表示部と、
　該表示部内における、予め定められた少なくとも一つの発光画素について、該発光画素
に印加される高電位側の電位、及び、前記発光画素に印加される低電位側の電位のうちの
少なくとも一方の電位を測定する電圧測定部と、
　前記少なくとも一つの発光画素の前記高電位側の電位と前記少なくとも一つの発光画素
の前記低電位側の電位との電位差を所定の電位差にするように、測定された電位に応じて
前記電源供給部を調整する電圧調整部とを含み、
　前記電圧測定部は、前記複数の発光画素のうち２以上の発光画素のそれぞれについて、
印加される高電位側の電位及び低電位側の電位のうちの少なくとも一方の電位を測定し、
　前記電圧調整部は、前記電圧測定部で測定された２以上の高電位側の電位のうち最小の
電位と、前記電圧測定部で測定された２以上の低電位側の電位のうち最大の電位との少な
くとも一方を選択し、選択した電位に基づいて前記電源供給部を調整する
　表示装置。
【請求項３】
　前記表示装置は、さらに、
　一端が前記少なくとも一つの発光画素に接続され、他端が前記電圧測定部に接続され、
前記少なくとも一つの発光画素に印加される高電位側の電位を伝達するための高電位モニ
タ線と、
　一端が前記少なくとも一つの発光画素に接続され、他端が前記電圧測定部に接続され、
前記少なくとも一つの発光画素に印加される低電位側の電位を伝達するための低電位モニ
タ線との少なくとも一方を含む
　請求項１又は２に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記電圧測定部は、さらに、
　前記電源供給部の高電位側の出力電位及び前記電源供給部の低電位側の出力電位の少な
くとも一方を測定し、
　前記電源供給部の高電位側の出力電位と、前記少なくとも一つの発光画素に印加される
高電位側の電位との電位差、及び、前記電源供給部の低電位側の出力電位と、前記少なく
とも一つの発光画素に印加される低電位側の電位との電位差、の少なくとも一方の電位差
を検出し、
　前記電圧調整部は、
　前記電圧測定部で検出された電位差に応じて前記電源供給部を調整する
　請求項２に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記電圧調整部は、前記電圧測定部で検出された前記少なくとも一方の電位差が、前記
電源供給部の高電位側の出力電位と低電位側の出力電位との電位差に対して、増加関数の
関係となるように調整する、
　請求項１又は４に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記電圧調整部は、前記電圧測定部で測定された前記少なくとも一つの発光画素の前記
少なくとも一方の電位と、所定の電位との電位差を検出し、検出した電位差に応じて前記
電源供給部を調整する
　請求項１又は２に記載の表示装置。
【請求項７】
　前記電圧調整部は、検出した電位差が、前記電源供給部の高電位側の出力電位と前記電
源供給部の低電位側の出力電位との電位差に対して、増加関数の関係となるように調整す
る、
　請求項６に記載の表示装置。
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【請求項８】
　前記電圧測定部は、前記複数の発光画素のうち２以上の発光画素のそれぞれについて、
印加される高電位側の電位及び低電位側の電位のうちの少なくとも一方の電位を測定する
　請求項１に記載の表示装置。
【請求項９】
　前記電圧調整部は、前記電圧測定部で測定された２以上の高電位側の電位のうち最小の
電位と、前記電圧測定部で測定された２以上の低電位側の電位のうち最大の電位との少な
くとも一方を選択し、選択した電位に基づいて前記電源供給部を調整する、
　請求項８に記載の表示装置。
【請求項１０】
　前記複数の発光画素は、それぞれ、駆動素子と発光素子とを含み、
　前記駆動素子は、ソース電極及びドレイン電極を含み、
　前記発光素子は、第１の電極及び第２の電極を含み、当該第１の電極が前記駆動素子の
ソース電極及びドレイン電極の一方に接続され、
　前記ソース電極及びドレイン電極の他方と前記第２の電極との一方に高電位側の電位が
印加され、前記ソース電極及びドレイン電極の他方と前記第２の電極との他方に低電位側
の電位が印加される、
　請求項１又は２に記載の表示装置。
【請求項１１】
　前記第２の電極は、前記複数の発光画素に共通して設けられた共通電極の一部を構成し
ており、
　該共通電極は、その周縁部から電位が印加されるように、前記電源供給部と電気的に接
続され、
　前記予め定められた少なくとも一つの発光画素は、前記表示部の中央付近に配置されて
いる、
　請求項１０に記載の表示装置。
【請求項１２】
　前記第２の電極は、金属酸化物からなる透明導電性材料で形成されている、
　請求項１１に記載の表示装置。
【請求項１３】
　前記発光素子が、有機ＥＬ素子である、
　請求項１０に記載の表示装置。
【請求項１４】
　高電位側の電位及び低電位側の電位を出力する電源供給部と、前記電源供給部に接続さ
れた複数の発光画素を含む表示パネルとを含む表示装置の駆動方法であって、
　少なくとも一つの発光画素に印加される高電位側の電位、及び、前記少なくとも一つの
発光画素に印加される低電位側の電位のうちの少なくとも一方を測定する電位測定ステッ
プと、
　前記電位測定ステップで測定された電位に応じて、前記少なくとも一つの発光画素の前
記高電位側の電位と前記少なくとも一つの発光画素の前記低電位側の電位との電位差を所
定の電位差にするように、前記電源供給部を調整する電圧調整ステップとを含み、
　前記電位測定ステップにおいては、さらに、
　前記電源供給部の高電位側の出力電位及び前記電源供給部の低電位側の出力電位の少な
くとも一方を測定し、
　前記電源供給部の高電位側の出力電位と、前記少なくとも一つの発光画素に印加される
高電位側の電位との電位差、及び、前記電源供給部の低電位側の出力電位と、前記少なく
とも一つの発光画素に印加される低電位側の電位との電位差、の少なくとも一方の電位差
を検出し、
　前記電圧調整ステップにおいては、前記電位測定ステップで検出された電位差に応じて
前記電源供給部を調整する
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　表示装置の駆動方法。
【請求項１５】
　高電位側の電位及び低電位側の電位を出力する電源供給部と、前記電源供給部に接続さ
れた複数の発光画素を含む表示パネルとを含む表示装置の駆動方法であって、
　少なくとも一つの発光画素に印加される高電位側の電位、及び、前記少なくとも一つの
発光画素に印加される低電位側の電位のうちの少なくとも一方を測定する電位測定ステッ
プと、
　前記電位測定ステップで測定された電位に応じて、前記少なくとも一つの発光画素の前
記高電位側の電位と前記少なくとも一つの発光画素の前記低電位側の電位との電位差を所
定の電位差にするように、前記電源供給部を調整する電圧調整ステップとを含み、
　前記電位測定ステップにおいては、前記複数の発光画素のうち２以上の発光画素のそれ
ぞれについて、印加される高電位側の電位及び低電位側の電位のうちの少なくとも一方の
電位を測定し、
　前記電圧調整ステップにおいては、前記電位測定ステップで測定された２以上の高電位
側の電位のうち最小の電位と、前記電位測定ステップで測定された２以上の低電位側の電
位のうち最大の電位との少なくとも一方を選択し、選択した電位に基づいて前記電源供給
部を調整する
　表示装置の駆動方法。
【請求項１６】
　前記電位測定ステップにおいては、複数の表示フレームに渡って電位を測定すると共に
、
　前記電圧調整ステップにおいては、前記複数の表示フレームに渡って測定した電位を平
均化し、該平均化した電位に応じて、前記電源供給部を調整する、
　請求項１４又は１５に記載の表示装置の駆動方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機ＥＬに代表される電流駆動型発光素子を用いたアクティブマトリクス型
表示装置、及びその駆動方法に関し、さらに詳しくは、消費電力低減効果の高い表示装置
及びその駆動方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、有機ＥＬ素子の輝度は、素子に供給される駆動電流に依存し、駆動電流に比例
して素子の発光輝度が大きくなる。従って、有機ＥＬ素子からなるディスプレイの消費電
力は、表示輝度の平均で決まる。即ち、液晶ディスプレイと異なり、有機ＥＬディスプレ
イの消費電力は、表示画像によって大きく変動する。
【０００３】
　例えば、有機ＥＬディスプレイにおいては、全白画像を表示した場合に最も大きな消費
電力を必要とするが、一般的な自然画の場合は、全白時に対して２０～４０％程度の消費
電力で十分とされる。
【０００４】
　しかしながら、電源回路設計やバッテリ容量は、ディスプレイの消費電力が最も大きく
なる場合を想定して設計されることから、一般的な自然画に対して３～４倍の消費電力を
考慮しなければならず、機器の低消費電力化及び小型化の妨げとなっている。
【０００５】
　そこで従来では、映像データのピーク値を検出し、その検出データに基づいて有機ＥＬ
素子のカソード電圧を調整して、電源電圧を減少させることにより表示輝度をほとんど低
下させずに消費電力を抑制するという技術が提案されている（例えば、特許文献１参照）
。
【先行技術文献】



(5) JP 5485155 B2 2014.5.7

10

20

30

40

50

【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００６－０６５１４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　さて、有機ＥＬ素子は電流駆動素子であることから、電源配線には電流が流れ、配線抵
抗に比例した電圧降下が発生する。そのため、ディスプレイに供給される電源電圧は、電
圧降下に伴う電圧上昇分のマージンを上乗せして設定されている。
【０００８】
　電圧上昇分のマージンについても、上述の電源回路設計やバッテリ容量と同様に、ディ
スプレイの消費電力が一番大きくなる場合を想定して設定されることから、一般的な自然
画に対して無駄な電力が消費されていることになる。
【０００９】
　モバイル機器用途を想定した小型ディスプレイでは、パネル電流が小さいので、電圧上
昇分のマージンは発光画素で消費される電圧に比べて無視できるほど小さい。しかし、パ
ネルの大型化に伴って電流が増加すると、電源配線で生じる電圧降下が無視できなくなる
。
【００１０】
　しかしながら、上記特許文献１における従来技術においては、各発光画素における消費
電力を低減することは出来るが、電圧降下に伴う電圧上昇分のマージンを低減することは
できず、家庭向けの３０型以上の大型表示装置における消費電力低減効果としては不十分
である。
【００１１】
　本発明は上述の問題に鑑みてなされ、消費電力低減効果の高い表示装置及びその駆動方
法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記目的を達成するために、本発明の一態様に係る表示装置は、高電位側の電位及び低
電位側の電位を出力する電源供給部と、前記電源供給部に接続された複数の発光画素が配
置された表示部と、該表示部内における、予め定められた少なくとも一つの発光画素につ
いて、該発光画素に印加される高電位側の電位、及び、前記発光画素に印加される低電位
側の電位のうちの少なくとも一方の電位を測定する電圧測定部と、前記少なくとも一つの
発光画素の前記高電位側の電位と前記少なくとも一つの発光画素の前記低電位側の電位と
の電位差を所定の電位差にするように、測定された電位に応じて前記電源供給部を調整す
る電圧調整部とを含み、前記電圧測定部は、さらに、前記電源供給部の高電位側の出力電
位及び前記電源供給部の低電位側の出力電位の少なくとも一方を測定し、前記電源供給部
の高電位側の出力電位と、前記少なくとも一つの発光画素に印加される高電位側の電位と
の電位差、及び、前記電源供給部の低電位側の出力電位と、前記少なくとも一つの発光画
素に印加される低電位側の電位との電位差、の少なくとも一方の電位差を検出し、前記電
圧調整部は、前記電圧測定部で検出された電位差に応じて前記電源供給部を調整する。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、消費電力低減効果の高い表示装置を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】図１は、実施の形態１に係る表示装置の概略構成を示すブロック図である。
【図２】図２は、有機ＥＬ表示部の構成を模式的に示す斜視図である。
【図３】図３は、発光画素の具体的な構成の一例を示す回路図である。
【図４】図４は、可変電圧源の具体的な構成の一例を示すブロック図である。
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【図５】図５は、表示装置の動作を示すフローチャートである。
【図６】図６は、必要電圧換算テーブルの一例を示す図である。
【図７】図７は、電圧マージン換算テーブルの一例を示す図である。
【図８】図８は、第Ｎフレーム～第Ｎ＋２フレームにおける表示装置の動作を示すタイミ
ングチャートである。
【図９】図９は、有機ＥＬ表示部に表示される画像を模式的に示す図である。
【図１０】図１０は、実施の形態２に係る表示装置の概略構成を示すブロック図である。
【図１１】図１１は、可変電圧源の具体的な構成の一例を示すブロック図である。
【図１２】図１２は、第Ｎフレーム～第Ｎ＋２フレームにおける表示装置の動作を示すタ
イミングチャートである。
【図１３】図１３は、実施の形態３に係る表示装置の概略構成の一例を示すブロック図で
ある。
【図１４】図１４は、実施の形態３に係る表示装置の概略構成の他の一例を示すブロック
図である。
【図１５Ａ】図１５Ａは、有機ＥＬ表示部に表示される画像の一例を模式的に示す図であ
る。
【図１５Ｂ】図１５Ｂは、ｘ－ｘ’線における第１電源配線の電圧降下量を示すグラフで
ある。
【図１６Ａ】図１６Ａは、有機ＥＬ表示部３１０に表示される画像の他の一例を模式的に
示す図である。
【図１６Ｂ】図１６Ｂは、ｘ－ｘ’線における第１電源配線の電圧降下量を示すグラフで
ある。
【図１７】図１７は、実施の形態４に係る表示装置の概略構成を示すブロック図である。
【図１８】図１８は、映像データの階調に対応する、通常の発光画素の発光輝度及びモニ
タ用配線を有する発光画素の発光輝度を示すグラフである。
【図１９】図１９は、線欠陥が発生している画像を模式的に示す図である。
【図２０】図２０は、駆動トランジスタの電流－電圧特性と有機ＥＬ素子の電流－電圧特
性とをあわせて示すグラフである。
【図２１】図２１は、本発明の表示装置を内蔵した薄型フラットＴＶの外観図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明に係る表示装置は、高電位側の電位及び低電位側の電位を出力する電源供給部と
、前記電源供給部に接続された複数の発光画素が配置された表示部と、該表示部内におけ
る、予め定められた少なくとも一つの発光画素について、該発光画素に印加される高電位
側の電位、及び、前記発光画素に印加される低電位側の電位のうちの少なくとも一方の電
位を測定する電圧測定部と、前記少なくとも一つの発光画素の前記高電位側の電位と前記
少なくとも一つの発光画素の前記低電位側の電位との電位差を所定の電位差にするように
、測定された電位に応じて前記電源供給部を調整する電圧調整部と、を含む。
【００１６】
　これにより、電源供給部から少なくとも一つの発光画素までに発生する電圧降下量に応
じて、電源供給部の高電位側の出力電位及び電源供給部の低電位側の出力電位の少なくと
も一方を調整することにより、消費電力を削減することができる。
【００１７】
　また、さらに、一端が前記少なくとも一つの発光画素に接続され、他端が前記電圧測定
部に接続され、前記少なくとも一つの発光画素に印加される高電位側の電位を伝達するた
めの高電位モニタ線と、一端が前記少なくとも一つの発光画素に接続され、他端が前記電
圧測定部に接続され、前記少なくとも一つの発光画素に印加される低電位側の電位を伝達
するための低電位モニタ線との少なくとも一方を含んでもよい。
【００１８】
　これにより、電圧測定部は、高電位モニタ線を介して少なくとも一つの発光画素に印加
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される高電位側の電位、及び、低電位モニタ線を介して少なくとも一つの発光画素に印加
される低電位側の電位、の少なくとも一方を測定できる。
【００１９】
　また、前記電圧測定部は、さらに、前記電源供給部の高電位側の出力電位及び前記電源
供給部の低電位側の出力電位の少なくとも一方を測定し、前記電源供給部の高電位側の出
力電位と、前記少なくとも一つの発光画素に印加される高電位側の電位との電位差、及び
、前記電源供給部の低電位側の出力電位と、前記少なくとも一つの発光画素に印加される
低電位側の電位との電位差、の少なくとも一方の電位差を検出し、前記電圧調整部は、前
記電圧測定部で検出された電位差に応じて前記電源供給部を調整してもよい。
【００２０】
　これにより、電圧測定部が電源供給部から予め定められた発光画素までの電圧降下量を
実際に測定できるので、電源供給部の高電位側の出力電位及び電源供給部の低電位側の出
力電位を、電源供給部により測定された電圧降下量に応じた最適な電位にできる。
【００２１】
　また、前記電圧調整部は、前記電圧測定部で検出された前記少なくとも一方の電位差と
、前記電源供給部の高電位側の出力電位と低電位側の出力電位との電位差とが、増加関数
の関係となるように調整してもよい。
【００２２】
　また、前記電圧調整部は、前記電圧測定部で測定された前記少なくとも一つの発光画素
の前記少なくとも一方の電位と、所定の電位との電位差を検出し、検出した電位差に応じ
て前記電源供給部を調整してもよい。
【００２３】
　これにより、電源供給部の高電位側の出力電位及び電源供給部の低電位側の出力電位を
測定することができない場合であっても、電源供給部から少なくとも一つの発光画素まで
に発生する電圧降下量に応じて、電源供給部の高電位側の出力電位及び電源供給部の低電
位側の出力電位の少なくとも一方を調整することができる。よって、消費電力を削減する
ことができる。
【００２４】
　また、前記電圧調整部は、検出した電位差と、前記電源供給部の高電位側の出力電位と
前記電源供給部の低電位側の出力電位との電位差とが、増加関数の関係となるように調整
してもよい。
【００２５】
　また、前記電圧測定部は、前記複数の発光画素のうち２以上の発光画素のそれぞれにつ
いて、印加される高電位側の電位及び低電位側の電位のうちの少なくとも一方の電位を測
定してもよい。
【００２６】
　これにより、電源供給部の高電位側の出力電位及び電源供給部の低電位側の出力電位を
より適切に調整することが可能となる。よって、表示部を大型化した場合であっても、消
費電力を効果的に削減できる。
【００２７】
　また、前記電圧調整部は、前記電圧測定部で測定された２以上の高電位側の電位のうち
最小の電位と、前記電圧測定部で測定された２以上の低電位側の電位のうち最大の電位と
の少なくとも一方を選択し、選択した電位に基づいて前記電源供給部を調整してもよい。
【００２８】
　これにより、電源供給部の高電位側の出力電位及び電源供給部の低電位側の出力電位を
最適化できる。
【００２９】
　また、前記複数の発光画素は、それぞれ、駆動素子と発光素子とを含み、前記駆動素子
は、ソース電極及びドレイン電極を含み、前記発光素子は、第１の電極及び第２の電極を
含み、当該第１の電極が前記駆動素子のソース電極及びドレイン電極の一方に接続され、
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前記ソース電極及びドレイン電極の他方と前記第２の電極との一方に高電位側の電位が印
加され、前記ソース電極及びドレイン電極の他方と前記第２の電極との他方に低電位側の
電位が印加されることが望ましい。
【００３０】
　また、前記第２の電極は、前記複数の発光画素に共通して設けられた共通電極の一部を
構成しており、該共通電極は、その周縁部から電位が印加されるように、前記電源供給部
と電気的に接続され、前記予め定められた少なくとも一つの発光画素は、前記表示部の中
央付近に配置されていてもよい。
【００３１】
　これにより、表示部の中央付近という通常最も電圧降下量の大きい場所での電位差に基
づいて調整するので、特に表示部が大型化した場合に、電源供給部の高電位側の出力電位
及び電源供給部の低電位側の出力電位を簡便に調整できる。
【００３２】
　また、前記第２の電極は、金属酸化物からなる透明導電性材料で形成されていてもよい
。
【００３３】
　また、前記発光素子が、有機ＥＬ素子であってもよい。
【００３４】
　消費電力が下がることにより発熱が抑えられるので、有機ＥＬ素子の劣化を抑制できる
。
【００３５】
　また、本発明はこのような表示装置として実現できるだけではなく、その表示装置を構
成する処理部をステップとする表示装置の駆動方法としても実現できる。
【００３６】
　本発明に係る表示装置の駆動方法は、高電位側の電位及び低電位側の電位を出力する電
源供給部と、前記電源供給部に接続された複数の発光画素を含む表示パネルとを含む表示
装置の駆動方法であって、少なくとも一つの発光画素に印加される高電位側の電位、及び
、前記少なくとも一つの発光画素に印加される低電位側の電位のうちの少なくとも一方を
測定する電位測定ステップと、前記電位測定ステップで測定された電位に応じて、前記少
なくとも一つの発光画素の前記高電位側の電位と前記少なくとも一つの発光画素の前記低
電位側の電位との電位差を所定の電位差にするように、前記電源供給部を調整する電圧調
整ステップと、を含む。
【００３７】
　また、前記電位測定ステップにおいては、複数の表示フレームに渡って電位を測定する
と共に、前記電圧調整ステップにおいては、前記複数の表示フレームに渡って測定した電
位を平均化し、該平均化した電位に応じて、前記電源供給部を調整してもよい。
【００３８】
　これにより、複数の表示フレームの平均を利用することで、単位時間当りの電源電圧調
整動作の回数を減らし、電源電圧調整動作による電荷の充放電に伴う消費電力の増加を最
小限に抑えつつ、表示装置全体としての消費電力を低減することができる。
【００３９】
　以下、本発明の好ましい実施の形態を図に基づき説明する。なお、以下では、全ての図
を通じて同一又は相当する要素には同じ符号を付して、その重複する説明を省略する。
【００４０】
　（実施の形態１）
　本実施の形態に係る表示装置は、高電位側の電位及び低電位側の電位を出力する電源供
給部と、前記電源供給部に接続された複数の発光画素が配置された表示部と、該表示部内
における、予め定められた少なくとも一つの発光画素について、該発光画素に印加される
高電位側の電位、及び、前記発光画素に印加される低電位側の電位のうちの少なくとも一
方の電位を測定する電圧測定部と、前記少なくとも一つの発光画素の前記高電位側の電位



(9) JP 5485155 B2 2014.5.7

10

20

30

40

50

と前記少なくとも一つの発光画素の前記低電位側の電位との電位差を所定の電位差にする
ように、測定された電位に応じて前記電源供給部を調整する電圧調整部と、を含む。
【００４１】
　また、前記電圧測定部は、さらに、前記電源供給部の高電位側の出力電位及び前記電源
供給部の低電位側の出力電位の少なくとも一方を測定し、前記電源供給部の高電位側の出
力電位と、前記少なくとも一つの発光画素に印加される高電位側の電位との電位差、及び
、前記電源供給部の低電位側の出力電位と、前記少なくとも一つの発光画素に印加される
低電位側の電位との電位差、の少なくとも一方の電位差を検出し、前記電圧調整部は、前
記電圧測定部で検出された電位差に応じて前記電源供給部を調整する。
【００４２】
　これにより、本実施の形態に係る表示装置は、高い消費電力低減効果を実現する。
【００４３】
　以下、本発明の実施の形態１について、図を用いて具体的に説明する。
【００４４】
　図１は、本実施の形態に係る表示装置の概略構成を示すブロック図である。
【００４５】
　同図に示す表示装置１００は、有機ＥＬ表示部１１０と、データ線駆動回路１２０と、
書込走査駆動回路１３０と、制御回路１４０と、ピーク信号検出回路１５０と、信号処理
回路１６０と、電位差検出回路１７０と、可変電圧源１８０と、モニタ用配線１９０とを
備える。
【００４６】
　図２は、有機ＥＬ表示部１１０の構成を模式的に示す斜視図である。なお、図中上方が
表示面側である。
【００４７】
　同図に示すように、有機ＥＬ表示部１１０は、複数の発光画素１１１と、第１電源配線
１１２と、第２電源配線１１３とを有する。
【００４８】
　発光画素１１１は、第１電源配線１１２及び第２電源配線１１３に接続され、当該発光
画素１１１に流れる画素電流ｉｐｉｘに応じた輝度で発光する。複数の発光画素１１１の
うち、予め定められた少なくとも一つの発光画素は、検出点Ｍ１でモニタ用配線１９０に
接続されている。以降、モニタ用配線１９０に直接接続された発光画素１１１をモニタ用
の発光画素１１１Ｍと記載する。モニタ用の発光画素１１１Ｍは、有機ＥＬ表示部１１０
の中央付近に配置されている。なお、中央付近とは、中央とその周辺部とを含む。
【００４９】
　第１電源配線１１２は、網目状に形成されている。一方、第２電源配線１１３は、有機
ＥＬ表示部１１０にベタ膜状に形成され、有機ＥＬ表示部１１０の周縁部から可変電圧源
１８０で出力された電位が印加される。図２においては、第１電源配線１１２及び第２電
源配線１１３の抵抗成分を示すために、第１電源配線１１２及び第２電源配線１１３を模
式的にメッシュ状に図示している。なお、第２電源配線１１３は、例えばグランド線であ
り、有機ＥＬ表示部１１０の周縁部で表示装置１００の共通接地電位に接地されていても
よい。
【００５０】
　第１電源配線１１２には、水平方向の第１電源配線抵抗Ｒ１ｈと垂直方向の第１電源配
線抵抗Ｒ１ｖが存在する。第２電源配線１１３には、水平方向の第２電源配線抵抗Ｒ２ｈ
と垂直方向の第２電源配線抵抗Ｒ２ｖとが存在する。なお、図示されていないが、発光画
素１１１は、書込走査駆動回路１３０及びデータ線駆動回路１２０に接続され、発光画素
１１１を発光及び消光するタイミングを制御するための走査線と、発光画素１１１の発光
輝度に対応する信号電圧を供給するためのデータ線とも接続されている。
【００５１】
　図３は、発光画素１１１の具体的な構成の一例を示す回路図である。
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【００５２】
　同図に示す発光画素１１１は、駆動素子と発光素子とを含み、駆動素子は、ソース電極
及びドレイン電極を含み、発光素子は、第１の電極及び第２の電極を含み、当該第１の電
極が前記駆動素子のソース電極及びドレイン電極の一方に接続され、ソース電極及びドレ
イン電極の他方と第２の電極との一方に高電位側の電位が印加され、ソース電極及びドレ
イン電極の他方と第２の電極との他方に低電位側の電位が印加される。具体的には、発光
画素１１１は、有機ＥＬ素子１２１と、データ線１２２と、走査線１２３と、スイッチト
ランジスタ１２４と、駆動トランジスタ１２５と、保持容量１２６とを有する。この発光
画素１１１は、有機ＥＬ表示部１１０に、例えばマトリクス状に配置されている。
【００５３】
　有機ＥＬ素子１２１は、本発明の発光素子であって、アノードが駆動トランジスタ１２
５のドレインに接続され、カソードが第２電源配線１１３に接続され、アノードとカソー
ドとの間に流れる電流値に応じた輝度で発光する。この有機ＥＬ素子１２１のカソード側
の電極は、複数の発光画素１１１に共通して設けられた共通電極の一部を構成しており、
該共通電極は、その周縁部から電位が印加されるように、可変電圧源１８０と電気的に接
続されている。つまり、共通電極が有機ＥＬ表示部１１０における第２電源配線１１３と
して機能する。また、カソード側の電極は、金属酸化物からなる透明導電性材料で形成さ
れている。なお、有機ＥＬ素子１２１のアノード側の電極は本発明の第１の電極であり、
有機ＥＬ素子１２１のカソード側の電極は本発明の第２の電極である。
【００５４】
　データ線１２２は、データ線駆動回路１２０と、スイッチトランジスタ１２４のソース
及びドレインの一方に接続され、データ線駆動回路１２０により映像データに対応する信
号電圧が印加される。
【００５５】
　走査線１２３は、書込走査駆動回路１３０と、スイッチトランジスタ１２４のゲートに
接続され、書込走査駆動回路１３０により印加される電圧に応じて、スイッチトランジス
タ１２４をオン及びオフする。
【００５６】
　スイッチトランジスタ１２４は、ソース及びドレインの一方がデータ線１２２に接続さ
れ、ソース及びドレインの他方が駆動トランジスタ１２５のゲート及び保持容量１２６の
一端に接続された、例えば、Ｐ型薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）である。
【００５７】
　駆動トランジスタ１２５は、本発明の駆動素子であって、ソースが第１電源配線１１２
に接続され、ドレインが有機ＥＬ素子１２１のアノードに接続され、ゲートが保持容量１
２６の一端及びスイッチトランジスタ１２４のソース及びドレインの他方に接続された、
例えば、Ｐ型ＴＦＴである。これにより、駆動トランジスタ１２５は、保持容量１２６に
保持された電圧に応じた電流を有機ＥＬ素子１２１に供給する。また、モニタ用の発光画
素１１１Ｍにおいて、駆動トランジスタ１２５のソースは、モニタ用配線１９０と接続さ
れている。
【００５８】
　保持容量１２６は、一端がスイッチトランジスタ１２４のソース及びドレインの他方に
接続され、他端が第１電源配線１１２に接続され、スイッチトランジスタ１２４がオフさ
れたときの第１電源配線１１２の電位と駆動トランジスタ１２５のゲートの電位との電位
差を保持する。つまり、信号電圧に対応する電圧を保持する。
【００５９】
　データ線駆動回路１２０は、映像データに対応する信号電圧を、データ線１２２を介し
て発光画素１１１に出力する。
【００６０】
　書込走査駆動回路１３０は、複数の走査線１２３に走査信号を出力することで、複数の
発光画素１１１を順に走査する。具体的には、スイッチトランジスタ１２４を行単位でオ
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ン及びオフする。これにより、書込走査駆動回路１３０により選択されている行の複数の
発光画素１１１に、複数のデータ線１２２に出力された信号電圧が印加される。よって、
発光画素１１１が映像データに応じた輝度で発光する。
【００６１】
　制御回路１４０は、データ線駆動回路１２０及び書込走査駆動回路１３０のそれぞれに
、駆動タイミングを指示する。
【００６２】
　ピーク信号検出回路１５０は、表示装置１００に入力された映像データのピーク値を検
出し、検出したピーク値を示すピーク信号を信号処理回路１６０へ出力する。具体的には
、ピーク信号検出回路１５０は、映像データの中から最も高階調のデータをピーク値とし
て検出する。高階調のデータとは、有機ＥＬ表示部１１０で明るく表示される画像に対応
する。
【００６３】
　信号処理回路１６０は、本実施の形態における本発明の電圧調整部であって、ピーク信
号検出回路１５０から出力されたピーク信号と、電位差検出回路１７０で検出された電位
差ΔＶとから、モニタ用の発光画素１１１Ｍの電位を所定の電位にするように可変電圧源
１８０を調整する。具体的には、信号処理回路１６０は、ピーク信号検出回路１５０から
出力されたピーク信号で発光画素１１１を発光させた場合に、有機ＥＬ素子１２１と駆動
トランジスタ１２５とに必要な電圧を決定する。また、信号処理回路１６０は、電位差検
出回路１７０で検出された電位差を元に、電圧マージンを求める。そして、決定した、有
機ＥＬ素子１２１に必要な電圧ＶＥＬと、駆動トランジスタ１２５に必要な電圧ＶＴＦＴ
と、電圧マージンＶｄｒｏｐとを合計し、合計結果のＶＥＬ＋ＶＴＦＴ＋Ｖｄｒｏｐを第
１基準電圧Ｖｒｅｆ１の電圧として可変電圧源１８０に出力する。
【００６４】
　また、信号処理回路１６０は、ピーク信号検出回路１５０を介して入力された映像デー
タに対応する信号電圧をデータ線駆動回路１２０へ出力する。
【００６５】
　電位差検出回路１７０は、本実施の形態における本発明の電圧測定部であって、モニタ
用の発光画素１１１Ｍについて、モニタ用の発光画素１１１Ｍに印加される高電位側の電
位を測定する。具体的には、電位差検出回路１７０は、モニタ用の発光画素１１１Ｍに印
加される高電位側の電位を、モニタ用配線１９０を介して測定する。つまり、検出点Ｍ１
の電位を測定する。さらに、電位差検出回路１７０は、可変電圧源１８０の高電位側の出
力電位を測定し、測定したモニタ用の発光画素１１１Ｍに印加される高電位側の電位と可
変電圧源１８０の高電位側の出力電位との電位差ΔＶを測定する。そして、測定した電位
差ΔＶを信号処理回路１６０へ出力する。
【００６６】
　可変電圧源１８０は、本実施の形態における本発明の電源供給部であって、高電位側の
電位及び低電位側の電位を有機ＥＬ表示部１１０に出力する。この可変電圧源１８０は、
信号処理回路１６０から出力される第１基準電圧Ｖｒｅｆ１により、モニタ用の発光画素
１１１Ｍの高電位側の電位が所定の電位（ＶＥＬ＋ＶＴＦＴ）となるような出力電圧Ｖｏ
ｕｔを出力する。
【００６７】
　モニタ用配線１９０は、一端がモニタ用の発光画素１１１Ｍに接続され、他端が電位差
検出回路１７０に接続され、モニタ用の発光画素１１１Ｍに印加される高電位側の電位を
伝達する。
【００６８】
　次に、この可変電圧源１８０の詳細な構成について簡単に説明する。
【００６９】
　図４は、可変電圧源の具体的な構成の一例を示すブロック図である。なお、同図には可
変電圧源に接続されている有機ＥＬ表示部１１０及び信号処理回路１６０も示されている



(12) JP 5485155 B2 2014.5.7

10

20

30

40

50

。
【００７０】
　同図に示す可変電圧源１８０は、比較回路１８１と、ＰＷＭ（Ｐｕｌｓｅ　Ｗｉｄｔｈ
　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）回路１８２と、ドライブ回路１８３と、スイッチング素子ＳＷ
と、ダイオードＤと、インダクタＬと、コンデンサＣと、出力端子１８４とを有し、入力
電圧Ｖｉｎを第１基準電圧Ｖｒｅｆ１に応じた出力電圧Ｖｏｕｔに変換し、出力端子１８
４から出力電圧Ｖｏｕｔを出力する。なお、図示していないが、入力電圧Ｖｉｎが入力さ
れる入力端子の前段には、ＡＣ－ＤＣ変換器が挿入され、例えば、ＡＣ１００ＶからＤＣ
２０Ｖへの変換が済んでいるものとする。
【００７１】
　比較回路１８１は、出力検出部１８５及び誤差増幅器１８６を有し、出力電圧Ｖｏｕｔ
と第１基準電圧Ｖｒｅｆ１との差分に応じた電圧をＰＷＭ回路１８２に出力する。
【００７２】
　出力検出部１８５は、出力端子１８４と、接地電位との間に挿入された２つの抵抗Ｒ１
及びＲ２を有し、出力電圧Ｖｏｕｔを抵抗Ｒ１及びＲ２の抵抗比に応じて分圧し、分圧さ
れた出力電圧Ｖｏｕｔを誤差増幅器１８６へ出力する。
【００７３】
　誤差増幅器１８６は、出力検出部１８５で分圧されたＶｏｕｔと、信号処理回路１６０
から出力された第１基準電圧Ｖｒｅｆ１とを比較し、その比較結果に応じた電圧をＰＷＭ
回路１８２へ出力する。具体的には、誤差増幅器１８６は、オペアンプ１８７と、抵抗Ｒ
３及びＲ４とを有する。オペアンプ１８７は、反転入力端子が抵抗Ｒ３を介して出力検出
部１８５に接続され、非反転入力端子が信号処理回路１６０に接続され、出力端子がＰＷ
Ｍ回路１８２と接続されている。また、オペアンプ１８７の出力端子は、抵抗Ｒ４を介し
て反転入力端子と接続されている。これにより、誤差増幅器１８６は、出力検出部１８５
から入力された電圧と信号処理回路１６０から入力された第１基準電圧Ｖｒｅｆ１との電
位差に応じた電圧をＰＷＭ回路１８２へ出力する。言い換えると、出力電圧Ｖｏｕｔと第
１基準電圧Ｖｒｅｆ１との電位差に応じた電圧をＰＷＭ回路１８２へ出力する。
【００７４】
　ＰＷＭ回路１８２は、比較回路１８１から出力された電圧に応じてデューティの異なる
パルス波形をドライブ回路１８３に出力する。具体的には、ＰＷＭ回路１８２は、比較回
路１８１から出力された電圧が大きい場合オンデューティの長いパルス波形を出力し、出
力された電圧が小さい場合オンデューティの短いパルス波形を出力する。言い換えると、
出力電圧Ｖｏｕｔと第１基準電圧Ｖｒｅｆ１との電位差が大きい場合オンデューティの長
いパルス波形を出力し、出力電圧Ｖｏｕｔと第１基準電圧Ｖｒｅｆ１との電位差が小さい
場合オンデューティの短いパルス波形を出力する。なお、パルス波形のオンの期間とは、
パルス波形がアクティブの期間である。
【００７５】
　ドライブ回路１８３は、ＰＷＭ回路１８２から出力されたパルス波形がアクティブの期
間にスイッチング素子ＳＷをオンし、ＰＷＭ回路１８２から出力されたパルス波形が非ア
クティブの期間にスイッチング素子ＳＷをオフする。
【００７６】
　スイッチング素子ＳＷは、ドライブ回路１８３によりオン及びオフする。スイッチング
素子ＳＷがオンの間だけ、入力電圧ＶｉｎがインダクタＬ及びコンデンサＣを介して、出
力端子１８４に出力電圧Ｖｏｕｔとして出力される。よって、出力電圧Ｖｏｕｔは０Ｖか
ら徐々に２０Ｖ（Ｖｉｎ）に近づいていく。この時、インダクタＬ及びコンデンサＣに充
電がなされる。インダクタＬの両端には電圧が印加されている（充電されている）ので、
その分だけ出力電圧Ｖｏｕｔは入力電圧Ｖｉｎより低い電位となる。
【００７７】
　出力電圧Ｖｏｕｔが第１基準電圧Ｖｒｅｆ１に近づくにつれて、ＰＷＭ回路１８２に入
力される電圧は小さくなり、ＰＷＭ回路１８２が出力するパルス信号のオンデューティは
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短くなる。
【００７８】
　するとスイッチング素子ＳＷがオンする時間も短くなり、出力電圧Ｖｏｕｔは緩やかに
第１基準電圧Ｖｒｅｆ１に収束してゆく。
【００７９】
　最終的に、Ｖｏｕｔ＝Ｖｒｅｆ１付近の電位でわずかに電圧変動しながら出力電圧Ｖｏ
ｕｔの電位が確定する。
【００８０】
　このように、可変電圧源１８０は、信号処理回路１６０から出力された第１基準電圧Ｖ
ｒｅｆ１となるような出力電圧Ｖｏｕｔを生成し、有機ＥＬ表示部１１０へ供給する。
【００８１】
　次に、上述した表示装置１００の動作について図５～図７を用いて説明する。
【００８２】
　図５は、表示装置１００の動作を示すフローチャートである。
【００８３】
　まず、ピーク信号検出回路１５０は、表示装置１００に入力された１フレーム期間の映
像データを取得する（ステップＳ１１）。例えば、ピーク信号検出回路１５０は、バッフ
ァを有し、そのバッファに１フレーム期間の映像データを蓄積する。
【００８４】
　次に、ピーク信号検出回路１５０は、取得した映像データのピーク値を検出（ステップ
Ｓ１２）し、検出したピーク値を示すピーク信号を信号処理回路１６０へ出力する。具体
的には、ピーク信号検出回路１５０は、色ごとに映像データのピーク値を検出する。例え
ば、映像データが赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）のそれぞれについて０～２５５（大きい
ほど輝度が高い）までの２５６階調で表されているとする。ここで、有機ＥＬ表示部１１
０の一部の映像データがＲ：Ｇ：Ｂ＝１７７：１２４：１３５、有機ＥＬ表示部１１０の
他の一部の映像データがＲ：Ｇ：Ｂ＝２４：１７７：５０、さらに他の一部の映像データ
がＲ：Ｇ：Ｂ＝１０：７０：１７６の場合、ピーク信号検出回路１５０はＲのピーク値と
して１７７、Ｇのピーク値として１７７、Ｂのピーク値として１７６を検出し、検出した
各色のピーク値を示すピーク信号を信号処理回路１６０へ出力する。
【００８５】
　次に、信号処理回路１６０は、ピーク信号検出回路１５０から出力されたピーク値で有
機ＥＬ素子１２１を発光させた場合の駆動トランジスタ１２５に必要な電圧ＶＴＦＴと、
有機ＥＬ素子１２１に必要な電圧ＶＥＬとを決定する（ステップＳ１３）。具体的には、
信号処理回路１６０は、各色の階調に対応するＶＴＦＴ＋ＶＥＬの必要電圧を示す必要電
圧換算テーブルを用いて各色の階調に対応するＶＴＦＴ＋ＶＥＬを決定する。
【００８６】
　図６は、信号処理回路１６０が有する必要電圧換算テーブルの一例を示す図である。
【００８７】
　同図に示すように、必要電圧換算テーブルには各色の階調に対応するＶＴＦＴ＋ＶＥＬ
の必要電圧が格納されている。例えば、Ｒのピーク値１７７に対応する必要電圧は８．５
Ｖ、Ｇのピーク値１７７に対応する必要電圧は９．９Ｖ、Ｂのピーク値１７６に対応する
必要電圧は６．７Ｖとなる。各色のピーク値に対応する必要電圧のうち、最大の電圧はＧ
のピーク値に対応する９．９Ｖである。よって、信号処理回路１６０は、ＶＴＦＴ＋ＶＥ
Ｌを９．９Ｖと決定する。
【００８８】
　一方、電位差検出回路１７０は、検出点Ｍ１の電位をモニタ用配線１９０を介して検出
する（ステップＳ１４）。
【００８９】
　次に、電位差検出回路１７０は、可変電圧源１８０の出力端子１８４の電位と、検出点
Ｍ１の電位との電位差ΔＶを検出する（ステップＳ１５）。そして、検出した電位差ΔＶ
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を信号処理回路１６０へ出力する。なお、ここまでのステップＳ１１～Ｓ１５は、本発明
の電位測定処理に相当する。
【００９０】
　次に、信号処理回路１６０は、電位差検出回路１７０から出力された電位差信号から、
電位差検出回路１７０が検出した電位差ΔＶに対応する電圧マージンＶｄｒｏｐを決定す
る（ステップＳ１６）。具体的には、信号処理回路１６０は、電位差ΔＶに対応する電圧
マージンＶｄｒｏｐを示す電圧マージン換算テーブルを有する。
【００９１】
　図７は、信号処理回路１６０が有する電圧マージン換算テーブルの一例を示す図である
。
【００９２】
　同図に示すように、電圧マージン換算テーブルには、電位差ΔＶに対応する電圧降下マ
ージンＶｄｒｏｐが格納されている。例えば、電位差ΔＶが３．４Ｖの場合、電圧降下マ
ージンＶｄｒｏｐは３．４Ｖである。よって、信号処理回路１６０は、電圧降下マージン
Ｖｄｒｏｐを３．４Ｖと決定する。
【００９３】
　ところで、電圧マージン換算テーブルに示すように、電位差ΔＶと電圧降下マージンＶ
ｄｒｏｐとは増加関数の関係となっている。また、可変電圧源１８０の出力電圧Ｖｏｕｔ
は電圧降下マージンＶｄｒｏｐが大きいほど高くなる。つまり、電位差ΔＶと出力電圧Ｖ
ｏｕｔとは増加関数の関係となっている。
【００９４】
　次に、信号処理回路１６０は、次のフレーム期間に可変電圧源１８０に出力させる出力
電圧Ｖｏｕｔを決定する（ステップＳ１７）。具体的には、次のフレーム期間に可変電圧
源１８０に出力させる出力電圧Ｖｏｕｔを、有機ＥＬ素子１２１と駆動トランジスタ１２
５に必要な電圧の決定（ステップＳ１３）で決定されたＶＴＦＴ＋ＶＥＬと電位差ΔＶに
対応する電圧マージンの決定（ステップＳ１５）で決定された電圧マージンＶｄｒｏｐと
の合計値であるＶＴＦＴ＋ＶＥＬ＋Ｖｄｒｏｐとする。
【００９５】
　最後に、信号処理回路１６０は、次のフレーム期間の最初に、第１基準電圧Ｖｒｅｆ１
をＶＴＦＴ＋ＶＥＬ＋Ｖｄｒｏｐとすることにより、可変電圧源１８０を調整する（ステ
ップＳ１８）。これにより、次のフレーム期間において、可変電圧源１８０は、Ｖｏｕｔ
＝ＶＴＦＴ＋ＶＥＬ＋Ｖｄｒｏｐとして、有機ＥＬ表示部１１０へ供給する。なお、ステ
ップＳ１６～ステップＳ１８は、本発明の電圧調整処理に相当する。
【００９６】
　このように、本実施の形態に係る表示装置１００は、高電位側の電位及び低電位側の電
位を出力する可変電圧源１８０と、有機ＥＬ表示部１１０における、モニタ用の発光画素
１１１Ｍについて、当該モニタ用の発光画素１１１Ｍに印加される高電位側の電位、及び
、可変電圧源１８０の高電位側の出力電圧Ｖｏｕｔを測定する電位差検出回路１７０と、
電位差検出回路１７０で測定されたモニタ用の発光画素１１１Ｍに印加される高電位側の
電位を所定の電位（ＶＴＦＴ＋ＶＥＬ）にするように可変電圧源１８０を調整する信号処
理回路１６０とを含む。また、電位差検出回路１７０は、さらに、可変電圧源１８０の高
電位側の出力電圧Ｖｏｕｔを測定し、測定した高電位側の出力電圧Ｖｏｕｔと、モニタ用
の発光画素１１１Ｍに印加される高電位側の電位との電位差を検出し、信号処理回路１６
０は、電位差検出回路１７０で検出された電位差に応じて可変電圧源を調整する。
【００９７】
　これにより、表示装置１００は、水平方向の第１電源配線抵抗Ｒ１ｈ及び垂直方向の第
１電源配線抵抗Ｒ１ｖによる電圧降下を検出し、その電圧降下の程度を可変電圧源１８０
にフィードバックすることで、余分な電圧を減らし、消費電力を削減することができる。
【００９８】
　また、表示装置１００は、モニタ用の発光画素１１１Ｍが有機ＥＬ表示部１１０の中央
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付近に配置されていることにより、有機ＥＬ表示部１１０が大型化した場合にも、可変電
圧源１８０の出力電圧Ｖｏｕｔを簡便に調整できる。
【００９９】
　また、消費電力を削減することにより有機ＥＬ素子１２１の発熱が抑えられるので、有
機ＥＬ素子１２１の劣化を防止できる。
【０１００】
　次に、上述の表示装置１００において、第Ｎフレーム以前と第Ｎ＋１フレーム以降とで
、入力される映像データが変わる場合の表示パターンの変遷について、図８及び図９を用
いて説明する。
【０１０１】
　最初に、第Ｎフレーム及び第Ｎ＋１フレームに入力されたと想定する映像データについ
て説明する。
【０１０２】
　まず、第Ｎフレーム以前において、有機ＥＬ表示部１１０の中心部に対応する映像デー
タは、有機ＥＬ表示部１１０の中心部が白く見えるようなピーク階調（Ｒ：Ｇ：Ｂ＝２５
５：２５５：２５５）とする。一方、有機ＥＬ表示部１１０の中心部以外に対応する映像
データは、有機ＥＬ表示部１１０の中心部以外がグレーに見えるようなグレー階調（Ｒ：
Ｇ：Ｂ＝５０：５０：５０）とする。
【０１０３】
　また、第Ｎ＋１フレーム以降において、有機ＥＬ表示部１１０の中心部に対応する映像
データは、第Ｎフレームと同様にピーク階調（Ｒ：Ｇ：Ｂ＝２５５：２５５：２５５）と
する。一方、有機ＥＬ表示部１１０の中心部以外に対応する映像データは、第Ｎフレーム
よりも明るいグレーに見えるようなグレー階調（Ｒ：Ｇ：Ｂ＝１５０：１５０：１５０）
とする。
【０１０４】
　次に、第Ｎフレーム及び第Ｎ＋１フレームに上述のような映像データが入力された場合
の、表示装置１００の動作について説明する。
【０１０５】
　図８は、第Ｎフレーム～第Ｎ＋２フレームにおける表示装置１００の動作を示すタイミ
ングチャートである。
【０１０６】
　同図には、電位差検出回路１７０で検出された電位差ΔＶと、可変電圧源１８０からの
出力電圧Ｖｏｕｔと、モニタ用の発光画素１１１Ｍの画素輝度とが示されている。また、
各フレーム期間の最後には、ブランキング期間が設けられている。
【０１０７】
　図９は、有機ＥＬ表示部に表示される画像を模式的に示す図である。
【０１０８】
　時間ｔ＝Ｔ１０において、ピーク信号検出回路１５０は第Ｎフレームの映像データのピ
ーク値を検出する。信号処理回路１６０は、ピーク信号検出回路１５０で検出されたピー
ク値からＶＴＦＴ＋ＶＥＬを決定する。ここで、第Ｎフレームの映像データのピーク値は
Ｒ：Ｇ：Ｂ＝２５５：２５５：２５５であるので、信号処理回路１６０は、必要電圧換算
テーブルを用いて第Ｎ＋１フレームの必要電圧ＶＴＦＴ＋ＶＥＬを、例えば１２．２Ｖと
決定する。
【０１０９】
　一方、このとき電位差検出回路１７０は、モニタ用配線１９０を介して検出点Ｍ１の電
位を検出し、可変電圧源１８０から出力されている出力電圧Ｖｏｕｔとの電位差ΔＶを検
出する。例えば、時間ｔ＝Ｔ１０においてΔＶ＝１Ｖを検出する。そして、電圧マージン
換算テーブルを用いて、第Ｎ＋１フレームの電圧降下マージンＶｄｒｏｐを１Ｖと決定す
る。
【０１１０】
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　時間ｔ＝Ｔ１０～Ｔ１１は第Ｎフレームのブランキング期間であり、この期間において
有機ＥＬ表示部１１０には、時間ｔ＝Ｔ１０と同じ画像が表示される。
【０１１１】
　図９（ａ）は、時間ｔ＝Ｔ１０～Ｔ１１において、有機ＥＬ表示部１１０に表示される
画像を模式的に示す図である。この期間において、有機ＥＬ表示部１１０に表示される画
像は、第Ｎフレームの映像データに対応して、中心部が白く、中心部以外がグレーとなっ
ている。
【０１１２】
　時間ｔ＝Ｔ１１において、信号処理回路１６０は、第１基準電圧Ｖｒｅｆ１の電圧を、
決定した必要電圧ＶＴＦＴ＋ＶＥＬと、電圧降下マージンＶｄｒｏｐとの合計ＶＴＦＴ＋
ＶＥＬ＋Ｖｄｒｏｐ（例えば、１３．２Ｖ）とする。
【０１１３】
　時間ｔ＝Ｔ１１～Ｔ１６にかけて、有機ＥＬ表示部１１０には、第Ｎ＋１フレームの映
像データに対応する画像が順に表示されていく（図９（ｂ）～図９（ｆ））。このとき、
可変電圧源１８０からの出力電圧Ｖｏｕｔは、常に、時間ｔ＝Ｔ１１で第１基準電圧Ｖｒ
ｅｆ１の電圧に設定したＶＴＦＴ＋ＶＥＬ＋Ｖｄｒｏｐとなっている。しかしながら、第
Ｎ＋１フレームでは、有機ＥＬ表示部１１０の中心部以外に対応する映像データは、第Ｎ
フレームよりも明るいグレーに見えるようなグレー階調である。よって、可変電圧源１８
０から有機ＥＬ表示部１１０に供給する電流量は、時間Ｔ１１～Ｔ１６にかけて徐々に増
加し、この電流量の増加に伴い第１電源配線１１２の電圧降下が徐々に大きくなる。これ
により、明るく表示されている領域の発光画素１１１である、有機ＥＬ表示部１１０の中
心部の発光画素１１１の電源電圧が不足する。言い換えると、第Ｎ＋１フレームの映像デ
ータＲ：Ｇ：Ｂ＝２５５：２５５：２５５に対応する画像よりも輝度が低下する。つまり
、時間ｔ＝Ｔ１１～Ｔ１６にかけて、有機ＥＬ表示部１１０の中心部の発光画素１１１の
発光輝度は徐々に低下する。
【０１１４】
　次に、時間ｔ＝Ｔ１６において、ピーク信号検出回路１５０は第Ｎ＋１フレームの映像
データのピーク値を検出する。ここで検出される第Ｎ＋１フレームの映像データのピーク
値はＲ：Ｇ：Ｂ＝２５５：２５５：２５５であるので、信号処理回路１６０は第Ｎ＋２フ
レームの必要電圧ＶＴＦＴ＋ＶＥＬを、例えば１２．２Ｖと決定する。
【０１１５】
　一方、このとき電位差検出回路１７０は、モニタ用配線１９０を介して検出点Ｍ１の電
位を検出し、可変電圧源１８０から出力されている出力電圧Ｖｏｕｔとの電位差ΔＶを検
出する。例えば、時間ｔ＝Ｔ１６においてΔＶ＝３Ｖを検出する。そして、電圧マージン
換算テーブルを用いて、第Ｎ＋１フレームの電圧降下マージンＶｄｒｏｐを３Ｖと決定す
る。
【０１１６】
　次に、時間ｔ＝Ｔ１７において、信号処理回路１６０は、第１基準電圧Ｖｒｅｆ１の電
圧を、決定した必要電圧ＶＴＦＴ＋ＶＥＬと、電圧降下マージンＶｄｒｏｐとの合計ＶＴ
ＦＴ＋ＶＥＬ＋Ｖｄｒｏｐ（例えば、１５．２Ｖ）とする。よって、時間ｔ＝Ｔ１７以降
、検出点Ｍ１の電位は、所定の電位であるＶＴＦＴ＋ＶＥＬとなる。
【０１１７】
　このように、表示装置１００は、第Ｎ＋１フレームにおいて、一時的に輝度が低下する
が、非常に短い期間であり、ユーザにとってほとんど影響はない。
【０１１８】
　（実施の形態２）
　本実施の形態に係る表示装置は、実施の形態１に係る表示装置１００とほぼ同じである
が、電位差検出回路１７０を備えず、検出点Ｍ１の電位が可変電圧源に入力される点が異
なる。また、信号処理回路は、可変電圧源に出力する電圧を必要電圧ＶＴＦＴ＋ＶＥＬと
する点が異なる。これにより、本実施の形態に係る表示装置は、電圧降下量に応じてリア
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ルタイムに可変電圧源の出力電圧Ｖｏｕｔを調整できるので、実施の形態１と比較して、
画素輝度の一時的な低下を防止できる。
【０１１９】
　図１０は、本実施の形態に係る表示装置の概略構成を示すブロック図である。
【０１２０】
　同図に示す本実施の形態に係る表示装置２００は、図１に示した実施の形態１に係る表
示装置１００と比較して、電位差検出回路１７０を備えず、モニタ用配線１９０に代わり
モニタ用配線２９０を備え、信号処理回路１６０に代わり信号処理回路２６０を備え、可
変電圧源１８０に代わり可変電圧源２８０を備える点が異なる。
【０１２１】
　信号処理回路２６０は、ピーク信号検出回路１５０から出力されたピーク信号から、可
変電圧源２８０に出力する第２基準電圧Ｖｒｅｆ２の電圧を決定する。具体的には、信号
処理回路２６０は、必要電圧換算テーブルを用いて、有機ＥＬ素子１２１に必要な電圧Ｖ
ＥＬと駆動トランジスタ１２５に必要な電圧ＶＴＦＴとの合計ＶＴＦＴ＋ＶＥＬを決定す
る。そして、決定したＶＴＦＴ＋ＶＥＬを第２基準電圧Ｖｒｅｆ２の電圧とする。
【０１２２】
　このように、本実施の形態に係る表示装置２００の信号処理回路２６０が可変電圧源２
８０に出力する第２基準電圧Ｖｒｅｆ２は、実施の形態１に係る表示装置１００の信号処
理回路１６０が可変電圧源１８０に出力する第１基準電圧Ｖｒｅｆ１と異なり、映像デー
タのみに対応して決定される電圧である。つまり、第２基準電圧Ｖｒｅｆ２は、可変電圧
源２８０の出力電圧Ｖｏｕｔと検出点Ｍ１の電位との電位差ΔＶに依存しない。
【０１２３】
　可変電圧源２８０は、モニタ用の発光画素１１１Ｍに印加される高電位側の電位を、モ
ニタ用配線２９０を介して測定する。つまり、検出点Ｍ１の電位を測定する。そして、測
定した検出点Ｍ１の電位と、信号処理回路２６０から出力された第２基準電圧Ｖｒｅｆ２
とに応じて、出力電圧Ｖｏｕｔを調整する。
【０１２４】
　モニタ用配線２９０は、一端が検出点Ｍ１に接続され、他端が可変電圧源２８０に接続
され、検出点Ｍ１の電位を可変電圧源２８０に伝達する。
【０１２５】
　図１１は、可変電圧源２８０の具体的な構成の一例を示すブロック図である。なお、同
図には可変電圧源に接続されている有機ＥＬ表示部１１０及び信号処理回路２６０も示さ
れている。
【０１２６】
　同図に示す可変電圧源２８０は、図４に示した可変電圧源１８０の構成とほぼ同じであ
るが、比較回路１８１に代わり、検出点Ｍ１の電位と第２基準電圧Ｖｒｅｆ２とを比較す
る比較回路２８１を備える点が異なる。
【０１２７】
　ここで、可変電圧源２８０の出力電位をＶｏｕｔとし、可変電圧源２８０の出力端子１
８４から検出点Ｍ１までの電圧降下量をΔＶとすると、検出点Ｍ１の電位はＶｏｕｔ－Δ
Ｖとなる。つまり、本実施の形態において、比較回路２８１はＶｒｅｆ２とＶｏｕｔ－Δ
Ｖとを比較している。上述したように、Ｖｒｅｆ２＝ＶＴＦＴ＋ＶＥＬなので、比較回路
２８１はＶＴＦＴ＋ＶＥＬとＶｏｕｔ－ΔＶとを比較していると言える。
【０１２８】
　一方、実施の形態１において、比較回路１８１はＶｒｅｆ１とＶｏｕｔとを比較してい
る。上述したように、Ｖｒｅｆ１＝ＶＴＦＴ＋ＶＥＬ＋ΔＶなので、実施の形態１におい
て、比較回路１８１はＶＴＦＴ＋ＶＥＬ＋ΔＶとＶｏｕｔとを比較していると言える。
【０１２９】
　よって、比較回路２８１は、比較回路１８１と比較対象が異なるが、比較結果は同じで
ある。つまり、実施の形態１と実施の形態２とで、可変電圧源２８０の出力端子１８４か
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ら検出点Ｍ１までの電圧降下量が等しい場合、比較回路１８１がＰＷＭ回路に出力する電
圧と、比較回路２８１がＰＷＭ回路に出力する電圧とは同じである。その結果、可変電圧
源１８０の出力電圧Ｖｏｕｔと可変電圧源２８０の出力電圧Ｖｏｕｔとは等しくなる。ま
た、実施の形態２においても、電位差ΔＶと出力電圧Ｖｏｕｔとは増加関数の関係となっ
ている。
【０１３０】
　以上のように構成された表示装置２００は、実施の形態１に係る表示装置１００と比較
して、出力端子１８４と検出点Ｍ１との電位差ΔＶに応じて出力電圧Ｖｏｕｔをリアルタ
イムに調整できる。なぜならば、実施の形態１に係る表示装置１００においては、信号処
理回路１６０から各フレーム期間の最初にだけ、当該フレームにおける第１基準電圧Ｖｒ
ｅｆ１の変更がされていた。一方、本実施の形態に係る表示装置２００においては、信号
処理回路２６０を介さずに、可変電圧源２８０の比較回路１８１に直接ΔＶに依存した電
圧、つまりＶｏｕｔ－ΔＶ、が入力されることにより、信号処理回路２６０の制御に依存
せずにＶｏｕｔを調整することができるからである。
【０１３１】
　次に、このように構成された表示装置２００において、実施の形態１と同様に、第Ｎフ
レーム以前と第Ｎ＋１フレーム以降とで、入力される映像データが変わる場合の、表示装
置２００の動作について説明する。なお、入力される映像データは実施の形態１と同様に
、第Ｎフレーム以前の、有機ＥＬ表示部１１０の中心部がＲ：Ｇ：Ｂ＝２５５：２５５：
２５５、中心部以外がＲ：Ｇ：Ｂ＝５０：５０：５０とし、第Ｎ＋１フレーム以降の、有
機ＥＬ表示部１１０の中心部がＲ：Ｇ：Ｂ＝２５５：２５５：２５５、中心部以外がＲ：
Ｇ：Ｂ＝１５０：１５０：１５０とする。
【０１３２】
　図１２は、第Ｎフレーム～第Ｎ＋２フレームにおける表示装置２００の動作を示すタイ
ミングチャートである。
【０１３３】
　時間ｔ＝Ｔ２０において、ピーク信号検出回路１５０は第Ｎフレームの映像データのピ
ーク値を検出する。信号処理回路２６０は、ピーク信号検出回路１５０で検出されたピー
ク値からＶＴＦＴ＋ＶＥＬを求める。ここで、第Ｎフレームの映像データのピーク値はＲ
：Ｇ：Ｂ＝２５５：２５５：２５５であるので、信号処理回路１６０は、必要電圧換算テ
ーブルを用いて第Ｎ＋１フレームの必要電圧ＶＴＦＴ＋ＶＥＬを、例えば１２．２Ｖと決
定する。
【０１３４】
　一方、出力検出部１８５は、モニタ用配線２９０を介して検出点Ｍ１の電位を、常に検
出している。
【０１３５】
　次に、時間ｔ＝Ｔ２１において、信号処理回路２６０は、第２基準電圧Ｖｒｅｆ２の電
圧を、決定した必要電圧ＶＴＦＴ＋ＴＥＬ（例えば、１２．２Ｖ）とする。
【０１３６】
　時間ｔ＝Ｔ２１～２２にかけて、有機ＥＬ表示部１１０には、第Ｎ＋１フレームの映像
データに対応する画像が順に表示されていく。このとき、可変電圧源２８０から有機ＥＬ
表示部１１０に供給する電流量は、実施の形態１で説明したように徐々に増加する。よっ
て、電流量の増加に伴い第１電源配線１１２における電圧降下が徐々に大きくなる。つま
り、検出点Ｍ１の電位が徐々に低下する。言い換えると、出力電圧Ｖｏｕｔと検出点Ｍ１
の電位との電位差ΔＶが徐々に増大する。
【０１３７】
　ここで、誤差増幅器１８６は、ＶＴＦＴ＋ＶＥＬとＶｏｕｔ－ΔＶとの電位差に応じた
電圧をリアルタイムに出力するので、電位差ΔＶの増大に応じてＶｏｕｔを上昇させるよ
うな電圧を出力する。
【０１３８】
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　よって、可変電圧源２８０は、電位差ΔＶの増大に応じてＶｏｕｔをリアルタイムに上
昇する。
【０１３９】
　これにより、明るく表示されている領域の発光画素１１１である、有機ＥＬ表示部１１
０の中心部の発光画素１１１の電源電圧の不足は解消する。つまり、画素輝度の低下を解
消する。
【０１４０】
　以上のように、本実施の形態に係る表示装置２００において、信号処理回路１６０と、
可変電圧源２８０の誤差増幅器１８６、ＰＷＭ回路１８２及びドライブ回路１８３は、出
力検出部１８５で測定されたモニタ用の発光画素１１１Ｍの高電位側の電位と、所定の電
位との電位差を検出し、検出した電位差に応じてスイッチング素子ＳＷを調整する。これ
により、本実施の形態に係る表示装置２００は、実施の形態１に係る表示装置１００と比
較して、電圧降下量に応じてリアルタイムに可変電圧源２８０の出力電圧Ｖｏｕｔを調整
できるので、実施の形態１と比較して、画素輝度の一時的な低下を防止できる。
【０１４１】
　なお、本実施の形態において、有機ＥＬ表示部１１０は本発明の表示部であり、出力検
出部１８５は本発明の電圧測定部であり、図１１において一点鎖線で囲まれている、信号
処理回路１６０と、可変電圧源２８０の誤差増幅器１８６、ＰＷＭ回路１８２及びドライ
ブ回路１８３とは本発明の電圧調整部であり、図１１において２点鎖線で囲まれている、
スイッチング素子ＳＷ、ダイオードＤ、インダクタＬ及びコンデンサＣは本発明の電源供
給部である。
【０１４２】
　（実施の形態３）
　本実施の形態に係る表示装置は、実施の形態１に係る表示装置１００とほぼ同じである
が、２以上の発光画素１１１のそれぞれについて高電位側の電位を測定し、測定した複数
の電位のそれぞれと可変電圧源１８０の出力電圧との電位差を検出し、その検出結果のう
ち、最大の電位差に応じて、可変電圧源１８０を調整する点が異なる。
【０１４３】
　これにより、可変電圧源１８０の出力電圧Ｖｏｕｔをより適切に調整することが可能と
なる。よって、有機ＥＬ表示部を大型化した場合であっても、消費電力を効果的に削減で
きる。
【０１４４】
　図１３は、本実施の形態に係る表示装置の概略構成の一例を示すブロック図である。
【０１４５】
　同図に示す本実施の形態に係る表示装置３００Ａは、図１に示した実施の形態１に係る
表示装置１００とほぼ同じであるが、表示装置１００と比較してさらに電位比較回路３７
０Ａを備え、有機ＥＬ表示部１１０に代わり有機ＥＬ表示部３１０を備え、モニタ用配線
１９０に代わりモニタ用配線３９１～３９５を備える点が異なる。
【０１４６】
　有機ＥＬ表示部３１０は、有機ＥＬ表示部１１０とほぼ同じであるが、有機ＥＬ表示部
１１０と比較して、検出点Ｍ１～Ｍ５と１対１に対応して設けられ、対応する検出点の電
位を測定するためのモニタ用配線３９１～３９５が配置されている点が異なる。
【０１４７】
　検出点Ｍ１～Ｍ５は、有機ＥＬ表示部３１０内に均等に設けられていることが望ましく
、図１３に示すように、例えば、有機ＥＬ表示部３１０の中心と、有機ＥＬ表示部３１０
を４分割した各領域の中心とが望ましい。なお、同図には、５つの検出点Ｍ１～Ｍ５が図
示されているが、検出点は複数であればよく、２つでも、３つでもよい。
【０１４８】
　モニタ用配線３９１～３９５は、それぞれ、対応する検出点Ｍ１～Ｍ５と、電位比較回
路３７０Ａとに接続され、対応する検出点Ｍ１～Ｍ５の電位を伝達する。これにより、電
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位比較回路３７０Ａは、モニタ用配線３９１～３９５を介して検出点Ｍ１～Ｍ５の電位を
測定できる。
【０１４９】
　電位比較回路３７０Ａは、モニタ用配線３９１～３９５を介して検出点Ｍ１～Ｍ５の電
位を測定する。言い換えると、複数のモニタ用の発光画素１１１Ｍに印加される高電位側
の電位を測定する。さらに、測定した検出点Ｍ１～Ｍ５の電位のうち最小の電位を選択し
、選択した電位を電位差検出回路１７０へ出力する。
【０１５０】
　電位差検出回路１７０は、実施の形態１と同様に入力された電位と可変電圧源１８０の
出力電圧Ｖｏｕｔとの電位差ΔＶを検出し、検出した電位差ΔＶを信号処理回路１６０へ
出力する。
【０１５１】
　よって、信号処理回路１６０は電位比較回路３７０Ａで選択された電位に基づいて可変
電圧源１８０を調整する。その結果、可変電圧源１８０は、複数のモニタ用の発光画素１
１１Ｍのいずれにおいても輝度の低下が生じないような出力電圧Ｖｏｕｔを、有機ＥＬ表
示部３１０に供給する。
【０１５２】
　以上のように、本実施の形態に係る表示装置３００Ａは、電位比較回路３７０Ａが、有
機ＥＬ表示部３１０内における複数の発光画素１１１のそれぞれについて、印加される高
電位側の電位を測定し、測定した複数の発光画素１１１の電位のうち最小の電位を選択す
る。そして、電位差検出回路１７０が、電位比較回路３７０Ａで選択された最小の電位と
、可変電圧源１８０の出力電圧Ｖｏｕｔとの電位差ΔＶを検出する。そして、信号処理回
路１６０が検出された電位差ΔＶに応じて可変電圧源１８０を調整する。
【０１５３】
　なお、本実施の形態に係る表示装置３００Ａにおいて、可変電圧源１８０は本発明の電
源供給部であり、有機ＥＬ表示部３１０は本発明の表示部であり、電位比較回路３７０Ａ
の一部は本発明の電圧測定部であり、電位比較回路３７０Ａの他部、電位差検出回路１７
０及び信号処理回路１６０は本発明の電圧調整部である。
【０１５４】
　また、表示装置３００Ａでは電位比較回路３７０Ａと電位差検出回路１７０とを別に設
けていたが、電位比較回路３７０Ａと電位差検出回路１７０の代わりに、可変電圧源１８
０の出力電圧Ｖｏｕｔと検出点Ｍ１～Ｍ５のそれぞれの電位とを比較する電位比較回路を
備えてもよい。
【０１５５】
　図１４は、実施の形態３に係る表示装置の概略構成の他の一例を示すブロック図である
。
【０１５６】
　同図に示す表示装置３００Ｂは、図１３に示した表示装置３００Ａとほぼ同じ構成であ
るが、電位比較回路３７０Ａと電位差検出回路１７０の代わりに、電位比較回路３７０Ｂ
を備える点が異なる。
【０１５７】
　電位比較回路３７０Ｂは、可変電圧源１８０の出力電圧Ｖｏｕｔと検出点Ｍ１～Ｍ５の
それぞれの電位とを比較することで、検出点Ｍ１～Ｍ５に対応する複数の電位差を検出す
る。そして、検出した電位差のうち、最大の電位差を選択し、当該最大の電位差である電
位差ΔＶを信号処理回路１６０へと出力する。
【０１５８】
　信号処理回路１６０は、表示装置３００Ａの信号処理回路１６０と同様に、可変電圧源
１８０を調整する。
【０１５９】
　なお、表示装置３００Ｂにおいて、可変電圧源１８０は本発明の電源供給部であり、有
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機ＥＬ表示部３１０は本発明の表示部であり、電位比較回路３７０Ｂの一部は本発明の電
圧測定部であり、電位比較回路３７０Ｂの他部及び信号処理回路１６０は本発明の電圧調
整部である。
【０１６０】
　以上のように、本実施の形態に係る表示装置３００Ａ及び３００Ｂは、複数のモニタ用
の発光画素１１１Ｍのいずれにおいても輝度の低下が生じないような出力電圧Ｖｏｕｔを
有機ＥＬ表示部３１０に供給する。つまり、出力電圧Ｖｏｕｔをより適切な値とすること
で、消費電力をより低減し、かつ、発光画素１１１の輝度の低下を抑制する。以下、この
効果について、図１５Ａ～図１６Ｂを用いて説明する。
【０１６１】
　図１５Ａは有機ＥＬ表示部３１０に表示される画像の一例を模式的に示す図であり、図
１５Ｂは図１５Ａに示す画像を表示している場合のｘ－ｘ’線における第１電源配線１１
２の電圧降下量を示すグラフである。また、図１６Ａは有機ＥＬ表示部３１０に表示され
る画像の他の一例を模式的に示す図であり、図１６Ｂは図１６Ａに示す画像を表示してい
る場合のｘ－ｘ’線における第１電源配線１１２の電圧降下量を示すグラフである。
【０１６２】
　図１５Ａに示すように、有機ＥＬ表示部３１０の全ての発光画素１１１が同じ輝度で発
光している場合、第１電源配線１１２の電圧降下量は図１５Ｂに示すようになる。
【０１６３】
　従って、画面中心の検出点Ｍ１の電位を調べれば、電圧降下のワーストケースがわかる
。よって、検出点Ｍ１の電圧降下量ΔＶに対応する電圧降下マージンＶｄｒｏｐをＶＴＦ
Ｔ＋ＶＥＬに加算することにより、有機ＥＬ表示部３１０内の全ての発光画素１１１を正
確な輝度で発光させることができる。
【０１６４】
　一方、図１６Ａに示すように、画面を上下方向に２等分割かつ横方向に２等分割した領
域、つまり画面を４分割した領域、の中心部の発光画素１１１が同じ輝度で発光かつ他の
発光画素１１１が消光している場合、第１電源配線１１２の電圧降下量は図１６Ｂに示す
ようになる。
【０１６５】
　従って、画面中心の検出点Ｍ１の電位のみを測定する場合は、検出した電位に、あるオ
フセット電位を加えた電圧を、電圧降下マージンとして設定する必要がある。例えば、画
面中心の電圧降下量（０．２Ｖ）に対して、常に１．３Ｖのオフセットを追加した電圧を
、電圧降下マージンＶｄｒｏｐとして設定するように電圧マージン換算テーブルを設定し
ておけば、有機ＥＬ表示部３１０内の全発光画素１１１を、正確な輝度で発光させること
ができる。ここで、正確な輝度で発光するとは、発光画素１１１の駆動トランジスタ１２
５が飽和領域で動作しているということである。
【０１６６】
　しかし、この場合、電圧降下マージンＶｄｒｏｐとして常に１．３Ｖが必要になるので
、消費電力低減効果が小さくなってしまう。例えば、実際の電圧降下量が０．１Ｖの画像
の場合でも、電圧降下マージンとして０．１＋１．３＝１．４Ｖ持つことになるので、そ
の分だけ出力電圧Ｖｏｕｔが高くなり、消費電力の低減効果が小さくなる。
【０１６７】
　そこで、画面中心の検出点Ｍ１だけでなく、図１６Ａに示すように、画面を四分割し、
そのそれぞれの中心と、画面全体の中心との５箇所の検出点Ｍ１～Ｍ５の電位を測定する
構成にすることにより、電圧降下量を検出する精度を高めることができる。よって、追加
のオフセット量を少なくして、消費電力低減効果を高めることができる。
【０１６８】
　例えば、図１６Ａ及び図１６Ｂにおいて、検出点Ｍ２～Ｍ５の電位が１．３Ｖの場合、
０．２Ｖのオフセットを追加した電圧を電圧降下マージンとして設定するようにすれば、
有機ＥＬ表示部３１０内の全発光画素１１１を正確な輝度で発光させることができる。
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【０１６９】
　この場合は、実際の電圧降下量が０．１Ｖの画像の場合でも、電圧降下マージンＶｄｒ
ｏｐとして設定される値は０．１＋０．２＝０．３Ｖなので、画面中心の検出点Ｍ１の電
位のみを測定した場合に比べてさらに１．１Ｖの電源電圧を低減することができる。
【０１７０】
　以上のように、表示装置３００Ａ及び３００Ｂは、表示装置１００及び２００と比較し
て、検出点が多く、測定した複数の電圧降下量の最大値に応じて出力電圧Ｖｏｕｔを調整
することが可能となる。よって、有機ＥＬ表示部３１０を大型化した場合であっても、消
費電力を効果的に削減できる。
【０１７１】
　（実施の形態４）
　本実施の形態に係る表示装置は、実施の形態３に係る表示装置３００Ａ及び３００Ｂと
同様に、２以上の発光画素１１１のそれぞれについて高電位側の電位を測定し、測定した
複数の電位のそれぞれと可変電圧源の出力電圧との電位差を検出する。そして、その検出
結果のうち、最大の電位差に応じて、可変電圧源の出力電圧が変化するように、可変電圧
源を調整する。ただし、本実施の形態に係る表示装置は、表示装置３００Ａ及び３００Ｂ
と比較して、電位比較回路で選択された電位が信号処理回路ではなく、可変電圧源に入力
されている点が異なる。
【０１７２】
　これにより、本実施の形態に係る表示装置は、電圧降下量に応じてリアルタイムに可変
電圧源の出力電圧Ｖｏｕｔを調整できるので、実施の形態３に係る表示装置３００Ａ及び
３００Ｂと比較して画素輝度の一時的な低下を防止できる。
【０１７３】
　図１７は、本実施の形態に係る表示装置の概略構成を示すブロック図である。
【０１７４】
　同図に示す表示装置４００は、実施の形態３に係る表示装置３００Ａとほぼ同様の構成
を有するが、可変電圧源１８０に代わり可変電圧源２８０を備え、信号処理回路１６０に
代わり信号処理回路２６０を備え、電位差検出回路１７０を備えず、電位比較回路３７０
Ａで選択された電位が可変電圧源２８０に入力される点が異なる。
【０１７５】
　これにより、可変電圧源２８０は、電位比較回路３７０Ａで選択された最も低い電圧に
応じて出力電圧Ｖｏｕｔをリアルタイムに上昇する。
【０１７６】
　よって、本実施の形態に係る表示装置４００は、表示装置３００Ａ及び３００Ｂと比較
して、画素輝度の一時的な低下を解消できる。
【０１７７】
　以上、本発明に係る表示装置について実施に形態に基づき説明したが、本発明に係る表
示装置は、上述した実施の形態に限定されるものではない。実施の形態１～４に対して、
本発明の主旨を逸脱しない範囲で当業者が思いつく各種変形を施して得られる変形例や、
本発明に係る表示装置を内蔵した各種機器も本発明に含まれる。
【０１７８】
　例えば、有機ＥＬ表示部内のモニタ用配線が配置されている発光画素の発光輝度の低下
を補償してもよい。
【０１７９】
　図１８は、映像データの階調に対応する、通常の発光画素の発光輝度及びモニタ用配線
を有する発光画素の発光輝度を示すグラフである。なお、通常の発光画素とは、有機ＥＬ
表示部の発光画素のうちモニタ用配線が配置されている発光画素以外の発光画素のことで
ある。
【０１８０】
　同図から明らかなように、映像データの階調が同じ場合、モニタ用配線を有する発光画
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素の輝度は、通常の発光画素の輝度よりも低下する。これは、モニタ用配線を設けたこと
により、発光画素の保持容量１２６の容量値が減少してしまうからである。よって、有機
ＥＬ表示部の全面を均一に同じ輝度で発光させるような映像データが入力されても、実際
に有機ＥＬ表示部に表示される画像は、モニタ用配線を有する発光画素の輝度が他の発光
画素の輝度より低くなるような画像となる。つまり、線欠陥が発生する。図１９は、線欠
陥が発生している画像を模式的に示す図である。同図には、例えば、表示装置３００Ａで
線欠陥が発生している場合の有機ＥＬ表示部３１０に表示される画像が模式的に示されて
いる。
【０１８１】
　線欠陥を防止するために、表示装置は、データ線駆動回路１２０から有機ＥＬ表示部に
供給する信号電圧を補正してもよい。具体的には、モニタ用配線を有する発光画素の位置
は設計時に分かっているので、該当する場所の画素に与える信号電圧を、予め輝度が低下
する分だけ高めに設定しておけばよい。これにより、モニタ用配線を設けたことによる線
欠陥を防止できる。
【０１８２】
　また、信号処理回路１６０及び２６０は、各色の階調に対応するＶＴＦＴ＋ＶＥＬの必
要電圧を示す必要電圧換算テーブルを有するとしたが、必要電圧換算テーブルに代わり駆
動トランジスタ１２５の電流－電圧特性と有機ＥＬ素子１２１の電流－電圧特性とを有し
、２つの電流－電圧特性を用いてＶＴＦＴ+ＶＥＬを決定してもよい。
【０１８３】
　図２０は、駆動トランジスタの電流－電圧特性と有機ＥＬ素子の電流－電圧特性とをあ
わせて示すグラフである。横軸は、駆動トランジスタのソース電位に対して下がる方向を
正方向としている。
【０１８４】
　同図には、２つの異なる階調に対応する駆動トランジスタの電流－電圧特性及び有機Ｅ
Ｌ素子の電流－電圧特性が示され、低い階調に対応する駆動トランジスタの電流－電圧特
性がＶｓｉｇ１、高い階調に対応する駆動トランジスタの電流－電圧特性がＶｓｉｇ２で
示されている。
【０１８５】
　駆動トランジスタのドレイン－ソース電圧の変動に起因する表示不良の影響を無くすた
めには、駆動トランジスタを飽和領域で動作させることが必要である。一方、有機ＥＬ素
子の発光輝度は駆動電流によって決定される。したがって、映像データの階調に対応して
有機ＥＬ素子を正確に発光させるためには、駆動トランジスタのソースと有機ＥＬ素子の
カソードとの間の電圧から有機ＥＬ素子の駆動電流に対応する有機ＥＬ素子の駆動電圧（
ＶＥＬ）を差し引き、差し引いた残りの電圧が駆動トランジスタを飽和領域で動作させる
ことが可能な電圧となっていればよい。また、消費電力を低減するためには、駆動トラン
ジスタの駆動電圧（ＶＴＦＴ）が低いことが望ましい。
【０１８６】
　よって、図２０において、駆動トランジスタの線形領域と飽和領域との境界を示す線上
で駆動トランジスタの電流－電圧特性と有機ＥＬ素子の電流－電圧特性とが交差する点を
通る特性により求められるＶＴＦＴ＋ＶＥＬが、映像データの階調に対応して有機ＥＬ素
子を正確に発光し、かつ、消費電力が最も低減できる。
【０１８７】
　このように、図２０に示したグラフを用いて、各色の階調に対応するＶＴＦＴ＋ＶＥＬ
の必要電圧を換算してもよい。
【０１８８】
　また、各実施の形態においては、可変電圧源は第１電源配線１１２に高電位側の出力電
圧Ｖｏｕｔを供給し、第２電源配線１１３は有機ＥＬ表示部の周縁部において、接地され
ているとしたが、可変電圧源は第２電源配線１１３に低電位側の出力電圧を供給してもよ
い。
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【０１８９】
　また、表示装置は、一端がモニタ用の発光画素１１１Ｍに接続され、他端が各実施の形
態に係る電圧測定部に接続され、モニタ用の発光画素１１１Ｍに印加される低電位側の電
位を伝達するための低電位モニタ線を備えてもよい。
【０１９０】
　また、各実施の形態において、電圧測定部は、モニタ用の発光画素１１１Ｍに印加され
る高電位側の電位、及び、モニタ用の発光画素１１１Ｍに印加される低電位側の電位のう
ちの少なくとも一方の電位を測定し、電圧調整部は、モニタ用の発光画素１１１Ｍの高電
位側の電位とモニタ用の発光画素１１１Ｍの低電位側の電位との電位差を所定の電位差に
するように、測定された電位に応じて電源供給部を調整してもよい。
【０１９１】
　これにより、消費電力を一層削減することができる。なぜなら、第２電源配線１１３が
有する共通電極の一部を構成している有機ＥＬ素子１２１のカソード電極は、シート抵抗
の高い透明電極（例えば、ＩＴＯ）を用いているので、第１電源配線１１２の電圧降下量
よりも第２電源配線１１３の電圧降下量が大きい。よって、モニタ用の発光画素１１１Ｍ
に印加される低電位側の電位に応じて調整することにより、電源供給部の出力電位をより
適切に調整できるからである。
【０１９２】
　また、実施の形態２及び４において、電圧調整部は、電圧測定部で測定されたモニタ用
の発光画素１１１Ｍの低電位側の電位と、所定の電位との電位差を検出し、検出した電位
差に応じて電源供給部を調整してもよい。
【０１９３】
　また、実施の形態１及び３において、信号処理回路１６０は、フレームごとに第１基準
電圧Ｖｒｅｆ１を変えずに、複数フレーム（例えば、３フレーム）ごとに第１基準電圧Ｖ
ｒｅｆ１を変えてもよい。
【０１９４】
　これにより、第１基準電圧Ｖｒｅｆ１の電位が変動することにより可変電圧源１８０で
生じる消費電力を低減できる。
【０１９５】
　また、信号処理回路１６０は複数フレームにわたって電位差検出回路１７０又は電位比
較回路３７０Ｂから出力された電位差を測定し、測定した電位差を平均化し、平均化した
電位差に応じて可変電圧源１８０を調整してもよい。具体的には、図５に示すフローチャ
ートにおいて検出点の電位の検出処理（ステップＳ１４）及び電位差の検出処理（ステッ
プＳ１５）を複数フレームにわたって実行し、電圧マージンの決定処理（ステップＳ１６
）において、電位差の検出処理（ステップＳ１５）で検出された複数フレームの電位差を
平均化し、平均化した電位差に対応して電圧マージンを決定してもよい。
【０１９６】
　また、信号処理回路１６０及び２６０は、有機ＥＬ素子１２１の経年劣化マージンを考
慮して、第１基準電圧Ｖｒｅｆ１及び第２基準電圧Ｖｒｅｆ２を決定してもよい。例えば
、有機ＥＬ素子１２１の経年劣化マージンをＶａｄとすると、信号処理回路１６０は第１
基準電圧Ｖｒｅｆ１の電圧をＶＴＦＴ＋ＶＥＬ＋Ｖｄｒｏｐ＋Ｖａｄとしてもよく、信号
処理回路２６０は第２基準電圧Ｖｒｅｆ２の電圧をＶＴＦＴ＋ＶＥＬ＋Ｖａｄとしてもよ
い。
【０１９７】
　また、上記実施の形態においては、スイッチトランジスタ１２４及び駆動トランジスタ
１２５をＰ型トランジスタとして記載したが、これらをＮ型トランジスタで構成してもよ
い。
【０１９８】
　また、スイッチトランジスタ１２４及び駆動トランジスタ１２５は、ＴＦＴであるとし
たが、その他の電界効果トランジスタであってもよい。
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【０１９９】
　また、上記実施の形態に係る表示装置１００、２００、３００Ａ、３００Ｂ及び４００
に含まれる処理部は、典型的には集積回路であるＬＳＩとして実現される。なお、表示装
置１００、２００、３００Ａ、３００Ｂ及び４００に含まれる処理部の一部を、有機ＥＬ
表示部１１０及び３１０と同一の基板上に集積することも可能である。また、専用回路又
は汎用プロセッサで実現してもよい。また、ＬＳＩ製造後にプログラムすることが可能な
ＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ）、又はＬＳ
Ｉ内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用
してもよい。
【０２００】
　また、本発明の実施の形態に係る表示装置１００、２００、３００Ａ、３００Ｂ及び４
００に含まれるデータ線駆動回路、書込走査駆動回路、制御回路、ピーク信号検出回路、
信号処理回路及び電位差検出回路の機能の一部を、ＣＰＵ等のプロセッサがプログラムを
実行することにより実現してもよい。また、本発明は、表示装置１００、２００、３００
Ａ、３００Ｂ及び４００が備える各処理部により実現される特徴的なステップを含む表示
装置の駆動方法として実現してもよい。
【０２０１】
　また、上記説明では、表示装置１００、２００、３００Ａ、３００Ｂ及び４００がアク
ティブマトリクス型の有機ＥＬ表示装置である場合を例に述べたが、本発明を、アクティ
ブマトリクス型以外の有機ＥＬ表示装置に適用してもよいし、電流駆動型の発光素子を用
いた有機ＥＬ表示装置以外の表示装置、例えば液晶表示装置に適用してもよい。
【０２０２】
　また、例えば、本発明に係る表示装置は、図２１に記載されたような薄型フラットＴＶ
に内蔵される。本発明に係る画像表示装置が内蔵されることにより、映像信号を反映した
高精度な画像表示が可能な薄型フラットＴＶが実現される。
【産業上の利用可能性】
【０２０３】
　本発明は、とりわけアクティブ型の有機ＥＬフラットパネルディスプレイに有用である
。
【符号の説明】
【０２０４】
１００、２００、３００Ａ、３００Ｂ、４００　　表示装置
１１０、３１０　　有機ＥＬ表示部
１１１　　発光画素
１１１Ｍ　　モニタ用の発光画素
１１２　　第１電源配線
１１３　　第２電源配線
１２０　　データ線駆動回路
１２１　　有機ＥＬ素子
１２２　　データ線
１２３　　走査線
１２４　　スイッチトランジスタ
１２５　　駆動トランジスタ
１２６　　保持容量
１３０　　書込走査駆動回路
１４０　　制御回路
１５０　　ピーク信号検出回路
１６０、２６０　　信号処理回路
１７０　　電位差検出回路
１８０、２８０　　可変電圧源
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１８１、２８１　　比較回路
１８２　　ＰＷＭ回路
１８３　　ドライブ回路
１８４　　出力端子
１８５　　出力検出部
１８６　　誤差増幅器
１９０、２９０、３９１、３９２、３９３、３９４、３９５　　モニタ用配線
３７０Ａ、３７０Ｂ　　電位比較回路
Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３、Ｍ４、Ｍ５　　検出点
Ｒ１ｈ　　水平方向の第１電源配線抵抗
Ｒ１ｖ　　垂直方向の第１電源配線抵抗
Ｒ２ｈ　　水平方向の第２電源配線抵抗
Ｒ２ｖ　　垂直方向の第２電源配線抵抗

【図１】 【図２】
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